
○大分県特殊詐欺等被害防止条例施行規則 

令和２年３月２６日 

大分県規則第１６号 

大分県特殊詐欺等被害防止条例施行規則をここに公布する。 

大分県特殊詐欺等被害防止条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大分県特殊詐欺等被害防止条例（令和元年大分県条例第３７号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 個人情報取扱事業者 条例第２０条第１項に規定する個人情報取扱事業者をいう。 

(2) 氏名等確認書類 運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カ

ード、旅券、国民健康保険被保険者証その他の当該自然人の氏名、住所及び生年月日が

記載された書類であって、官公庁から発行され、若しくは発給されたもの又はこれに類

するもの（有効期間又は有効期限のある書類にあっては個人情報取扱事業者が提示又は

送付を受ける日において有効なもの、その他の書類にあっては個人情報取扱事業者が提

示又は送付を受ける日前６箇月以内に作成されたものに限る。）をいう。 

(3) 法人名等確認書類 登記事項証明書、印鑑登録証明書その他の当該法人の名称及び

本店若しくは主たる事務所の所在地が記載された書類であって、官公庁から発行され、

若しくは発給されたもの又はこれに類するもの（有効期間又は有効期限のある書類にあ

っては個人情報取扱事業者が提示又は送付を受ける日において有効なもの、その他の書

類にあっては個人情報取扱事業者が提示又は送付を受ける日前６箇月以内に作成された

ものに限る。）をいう。 

(4) 電磁的記録媒体 電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られた記録をいう。）に係る記録媒体をいう。 

(5) 書留郵便等 書留郵便若しくは配達記録郵便（その取扱いにおいて引受け及び配達

の記録をする郵便をいう。）又はこれらに準ずるものをいう。 

(6) 転送不要郵便物等 その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの

をいう。 



(7) 本人限定受取郵便等 その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名

宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれらに準ずるものを

いう。 

(8) 特定事項伝達型本人限定受取郵便等 本人限定受取郵便等であって、差出人に代わ

って名宛人の住所を確認し、名宛人本人から氏名等確認書類又は法人名等確認書類の提

示を受け、かつ、当該提示を受けた書類の情報を差出人に伝達する措置がとられている

ものをいう。 

(9) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第１０２号。次号

において「電子署名法」という。）第二条第一項に規定する電子署名をいう。 

(10)電子証明書 自然人にあっては電子署名法第八条に規定する認定認証事業者が作成

した電子証明書（電子署名及び認証業務に関する法律施行規則（平成１３年／総務省／

法務省／経済産業省／令第２号）第４条第１号に規定する電子証明書をいう。）であっ

て氏名、住所及び生年月日の記録のあるもの又は電子署名等に係る地方公共団体情報シ

ステム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号）第３条第１項に規定

する署名用電子証明書をいい、法人にあっては商業登記法（昭和３８年法律第１２５

号）第１２条の２第１項及び第３項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書をい

う。 

（個人データの第三者提供に係る確認の方法） 

第３条 条例第２０条第１項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる相手方（個人デー

タ（条例第２０条第１項に規定する個人データをいう。以下この条において同じ。）の

提供を受けようとする者をいう。以下この条及び次条において同じ。）の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める方法とする。 

(1) 自然人 次のいずれかに掲げる方法 

イ 相手方から氏名等確認書類の提示を受ける方法（写真の貼付された氏名等確認書

類により確認を行うときは相手方と貼付された写真を照合して確認するものとし、

その他の氏名等確認書類により確認を行うときは複数の氏名等確認書類の提示を受

けるものとする。） 

ロ 相手方から氏名等確認書類又はその写しの送付を受けた後、当該氏名等確認書類

に記載された相手方の住所に宛てて、本人限定受取郵便等により個人データ記録文

書等（個人データが記録された文書、図画又は電磁的記録媒体をいう。以下同

じ。）を送付する方法（個人データを電気通信回線を通じて送信等する方法で相手



方に提供する場合は、あらかじめ、氏名等確認書類又はその写しの送付を受けるこ

とに加え、当該氏名等確認書類に記載された相手方の住所に宛てて本人限定受取郵

便等により個人データの提供の契約に係る書類を送付する等の適切な方法を併用

し、当該氏名等確認書類に記載された相手方と個人データを送信等する受領者が同

一であることを確認するものとする。） 

ハ 相手方に対して、特定事項伝達型本人限定受取郵便等により個人データ記録文書

等を送付する方法 

ニ 相手方からの電子署名が行われた情報の送信を受けて個人データを提供する場合

は、当該電子署名に係る電子証明書を相手方から受信する方法 

(2) 法人 次のいずれかに掲げる方法 

イ 当該法人の代表者、使用人その他の従業者又は自然人である代理人（以下「代表

者等」という。）から法人名等確認書類の提示を受け、かつ、現に当該法人名等確

認書類の提示をした代表者等について前号イに掲げる方法により次条第１号に規定

する事項を確認する方法 

ロ 相手方から法人名等確認書類又はその写しの送付を受けた後、当該法人名等確認

書類に記載された相手方の本店又は主たる事務所の所在地（当該法人名等確認書類

に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。以下この号

において同じ。）に宛てて、個人データ記録文書等を書留郵便等により転送不要郵

便物等として送付する方法（個人データを電気通信回線を通じて送信等する方法で

相手方に提供する場合は、あらかじめ、法人名等確認書類又はその写しの送付を受

けることに加え、当該法人名等確認書類に記載された相手方の本店又は主たる事務

所の所在地に宛てて書留郵便等により転送不要郵便物等として個人データの提供の

契約に係る書類を送付する等の適切な方法を併用し、当該法人名等確認書類に記載

された相手方と個人データを送信等する受領者が同一であることを確認するものと

する。） 

ハ 代表者等からの電子署名が行われた情報の送信を受けて個人データを提供する場

合は、当該電子署名に係る電子証明書を当該法人の代表者等から受信する方法 

２ 相手方が人格のない団体である場合は、当該団体のために現に個人データを受け取ろ

うとする自然人を相手方とみなして、前項第１号の規定を適用する。 

（個人データの第三者提供に係る確認事項） 

第４条 条例第２０条第１項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる相手方の区分に応



じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 

(1)  自然人 氏名、住所及び生年月日 

(2) 法人 名称及び本店又は主たる事務所の所在地 

（身分証明書） 

第５条 条例第２１条第２項の身分を示す証明書は、身分証明書（第１号様式）とする。 

（意見を述べる機会の付与） 

第６条 知事は、条例第２３条第２項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、口

頭ですることを認めた場合を除き、当該公表の対象となる者に対し意見書（第２号様

式）の提出を求めるものとする。 

２ 当該公表の対象となる者は、意見を述べるに当たり、証拠資料を提出することができ

る。 

３ 知事は、条例第２３条第２項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、当該公

表の対象となる者に対し、意見書の提出期限（口頭で意見を述べることを認めた場合

は、出頭すべき日）までに相当な期間をおいて、意見の聴取通知書（第３号様式）によ

り通知するものとする。 

４ 前項の規定による通知（口頭で意見を述べることを認めるものに限る。）を受けた者

（第６項において「口頭による意見聴取の対象者」という。）は、病気その他やむを得

ない理由があるときは、知事に対し、意見の聴取日時等変更申出書（第４号様式）によ

り、意見の聴取の日時又は場所の変更を申し出ることができる。 

５ 知事は、前項の規定による申出を受け、又は職権により、意見の聴取の日時又は場所

を変更することができる。 

６ 知事は、前項の規定により意見の聴取の日時若しくは場所を変更したとき、又は第四

項の規定による申出を受けた場合で意見の聴取の日時及び場所を変更しなかったとき

は、速やかに、その旨を意見の聴取日時等決定通知書（第５号様式）により、口頭によ

る意見聴取の対象者に通知するものとする。 

（代理人の選任） 

第７条 前条第３項の規定による通知を受けた者（以下この条において「当事者」とい

う。）は、代理人を選任することができる。 

２ 当事者は、代理人を選任したときは、代理人選任届出書（第６号様式）を知事に提出

しなければならない。 

３ 当事者は、前項の代理人がその資格を失ったときは、代理人資格喪失届出書（第七号



様式）により、その旨を知事に届け出なければならない。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規則は、令和５年５月１１日から施行する。 


